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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

平成25年4月17日付をもって提出し、平成25年4月18日にその届出の効力が生じた有価証券届出書（以下「原届

出書」といいます。）の記載事項について、関係情報を新たな情報により訂正を行うため、本訂正届出書を提

出いたします。

 

Ⅱ【訂正の内容】
 

第一部【証券情報】
 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部　　　　が訂正部分を示します。

 

（5） 申込手数料

＜訂正前＞

5.25％（税抜 5.0％）を上限として販売会社（下記「（8）申込取扱場所」をご参照ください。）が定める

申込手数料率
＊
を、取得申込日の翌々営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、

税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申

込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

詳しくは、販売会社または下記「（8）申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
＊
当該申込手数料は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」または「税」ということがあります。）

に相当する金額を含みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

＜訂正後＞

5.25％
※
（税抜 5.0％）を上限として販売会社（下記「（8）申込取扱場所」をご参照ください。）が定め

る申込手数料率
＊
を、取得申込日の翌々営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただ

し、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額と

し、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

詳しくは、販売会社または下記「（8）申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
＊
当該申込手数料は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」または「税」ということがあります。）

に相当する金額を含みます。

※　消費税率が8％になった場合には、5.40％となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】

 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部　　　　が訂正部分を示します。

 

（1） ファンドの目的及び基本的性格

④　ファンドの特色

＜訂正前＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

ｂ．投資対象ファンド
＊
を通じて、世界の株式、債券、通貨、商品に幅広く分散投資します。投資の際

は、主に先物などのデリバティブを積極的に活用し、買い持ちだけでなく売り持ちも行うことに

よってリターンの獲得を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図省略）

 
出所：コエフィシエント・グローバル、2013年2月末現在
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（注）上記の市場に投資する際は、主に先物などのデリバティブを活用します。上記投資対象には現在投資していないも

のも含まれます。また、将来変更される可能性もあります。

 

ｃ．主要投資対象である外国投資信託は、ＢＮＹメロン・グループ
＊
傘下の運用会社であるメロン・

キャピタル・マネジメント・コーポレーション
*1
（以下、「メロン・キャピタル」ということがあ

ります。）の独立部門“コエフィシエント・グローバル”が運用します。
*ＢＮＹメロン・グループとは、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションを最終親会社と

するグループの総称です。以下同じ。

 

コエフィシエント・グローバルの組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）
 

＜訂正後＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

ｂ．投資対象ファンド
＊
を通じて、世界の株式、債券、通貨、商品に幅広く分散投資します。投資の際

は、主に先物などのデリバティブを積極的に活用し、買い持ちだけでなく売り持ちも行うことに

よってリターンの獲得を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図省略）

 
出所：コエフィシエント・グローバル、2013年8月末現在

（注）上記の市場に投資する際は、主に先物などのデリバティブを活用します。上記投資対象には現在投資していないも

のも含まれます。また、将来変更される可能性もあります。
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ｃ．主要投資対象である外国投資信託は、ＢＮＹメロン・グループ
＊
傘下の運用会社であるメロン・

キャピタル・マネジメント・コーポレーション
*1
（以下、「メロン・キャピタル」ということがあ

ります。）の独立部門“コエフィシエント・グローバル”が運用します。
*ＢＮＹメロン・グループとは、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションを最終親会社と

するグループの総称です。以下同じ。

 

コエフィシエント・グローバルの組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

（3） ファンドの仕組み

＜訂正前＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

③　委託会社の概況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

ｃ．資本金の額（平成25年3月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

ｅ．大株主の状況（平成25年3月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表省略）

 
＜訂正後＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

③　委託会社の概況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

ｃ．資本金の額（平成25年9月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

ｅ．大株主の状況（平成25年9月末現在）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表省略）

 
２【投資方針】

 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部　　　　が訂正部分を示します。

 

（2） 投資対象

＜訂正前＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要（平成25年3月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

＜訂正後＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要（平成25年9月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

（3） 運用体制

＜訂正前＞

委託会社の運用体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

（下記「３　投資リスク」の「（2）リスク管理体制」と併せてご参照ください。）

 
ａ．運用部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、

これらをもとに投資を行います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

ｅ．運用部では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを実

施し、評価、評価レポートの作成および発注状況の管理等を実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）
 

（注）上記の運用体制は平成25年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（参考）コエフィシエント・グローバルの運用体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

＜訂正後＞

当ファンドに関する委託会社の運用体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

（下記「３　投資リスク」の「（2）リスク管理体制」と併せてご参照ください。）

 
ａ．運用・商品本部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析

を行い、これらをもとに投資を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

ｅ．運用・商品本部では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリ

ングを実施し、評価、評価レポートの作成および発注状況の管理等を実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）
 

（注）上記の運用体制は平成25年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（参考）コエフィシエント・グローバルの運用体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

３【投資リスク】

 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部　　　　が訂正部分を示します。

 

（2） リスク管理体制

＜訂正前＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表省略）

 

※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
 

 

（注）上記の管理体制は平成25年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 
（参考）コエフィシエント・グローバルのリスク管理体制

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

メロン・キャピタルのリスク管理体制

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図省略）

（注）上記の管理体制は平成24年9月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

 

＜訂正後＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表省略）

 

※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
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（注）上記の管理体制は平成25年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 
（参考）コエフィシエント・グローバルのリスク管理体制

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

メロン・キャピタルのリスク管理体制

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図省略）

（注）上記の管理体制は平成25年6月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

 
４【手数料等及び税金】

 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部　　　　が訂正部分を示します。

 
＜訂正前＞

（1） 申込手数料

5.25％（税抜 5.0％）を上限として販売会社が定める申込手数料率
＊
を、取得申込日の翌々営業日の基

準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益

権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手

数料は、お申込時にご負担いただきます。

詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
＊
当該申込手数料は、消費税等相当額を含みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 
（3） 信託報酬等

①　信託報酬は、信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の236.25（税抜　年10,000

分の225）の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

②　信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および

毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

信託報酬の配分は、以下のとおりです。
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信託報酬合計 委託会社 販売会社 受託会社

年2.3625％

（税抜2.25％）

年0.42％

（税抜0.40％）

年1.89％

（税抜1.80％）

年0.0525％

（税抜0.05％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

③　この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がか

かります。その詳細については、「〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要」をご覧くだ

さい。

ａ．ＢＮＹメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンド

・・・・純資産総額に対して年率1.50％および成功報酬

ｂ．ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）

・・・・純資産総額に対して年率0.0315％（税抜0.03％）～0.1575％（税抜0.15％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年

3.8625％程度（概算）となり、成功報酬が加算される場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

※管理報酬等には年間最低報酬額が定められているものもあるため、純資産総額によっては年率換算

で上記の信託報酬率を上回る場合があります。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 
（5） 課税上の取扱い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

③　個人、法人別の課税の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

※ 上記1．および2．の10.147％の税率は、軽減税率適用終了後の平成26年1月1日以降平成49年12月

31日までは20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税5％）の税率となる予定

です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）

3．損益通算について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）
 

（注）「課税上の取扱い」の内容は平成25年3月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、内容が

変更になることがあります。課税上の取扱い等については、税務専門家に相談することをお勧めしま

す。

 
＜訂正後＞

（1） 申込手数料

5.25％
※
（税抜 5.0％）を上限として販売会社が定める申込手数料率

＊
を、取得申込日の翌々営業日の

基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受

益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込

手数料は、お申込時にご負担いただきます。

詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
＊
当該申込手数料は、消費税等相当額を含みます。

※　消費税等が8％になった場合には、5.40％となります。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 
（3） 信託報酬等

①　信託報酬は、信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の236.25
※
（税抜　年

10,000分の225）の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。

※　消費税率が8％になった場合には、年10,000分の243となります。

②　信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および

毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

信託報酬の配分は、以下のとおりです。（平成25年10月16日現在）

信託報酬合計 委託会社 販売会社 受託会社

年2.3625％
※

（税抜2.25％）

年0.42％

（税抜0.40％）

年1.89％

（税抜1.80％）

年0.0525％

（税抜0.05％）
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※　消費税率が8％になった場合には、年2.43％となります。なお、上記の配分も相当分上がります。

③　この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がか

かります。その詳細については、「〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要」をご覧くだ

さい。

ａ．ＢＮＹメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンド

・・・・純資産総額に対して年率1.50％および成功報酬

ｂ．ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）

・・・・純資産総額に対して年率0.0315％（税抜0.03％）～0.1575％（税抜0.15％）
＊1

＊1　消費税率が8％になった場合には、年率0.0324％（税抜0.03％）～0.162％（税抜0.15％）とな

ります。

※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年

3.8625％程度（概算）
＊2

となり、成功報酬が加算される場合があります。

＊2　消費税率が8％になった場合には、年3.93％程度（概算）となります。

※管理報酬等には年間最低報酬額が定められているものもあるため、純資産総額によっては年率換算

で上記の信託報酬率を上回る場合があります。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 
（5） 課税上の取扱い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

③　個人、法人別の課税の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

※ 上記1．および2．の10.147％の税率は、軽減税率適用終了後の平成26年1月1日以降平成49年12月

31日までは20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税5％）の税率となる予定

です。

※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利

用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得

および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で

非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社ま

でお問い合わせください。

3．損益通算について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）
 

（注）「課税上の取扱い」の内容は平成25年9月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、内容が

変更になることがあります。課税上の取扱い等については、税務専門家に相談することをお勧めしま

す。

 
５【運用状況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」を、以下の内容に更新します。

 

＜更新後＞

（1） 投資状況

（平成25年8月30日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資証券 アイルランド 573,582,064 98.05

投資信託受益証券 日本 5,882,875 1.00

小　計 579,464,939 99.05

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 5,543,427 0.95

合計（純資産総額） 585,008,366 100.00
（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

（2） 投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

（平成25年8月30日現在）
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順

位
銘柄名

国／

地域
種類

数量

(口)

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

1

ＢＮＹメロン・エンハンスト・

コエフィシエント・セレクト・

ファンド

アイル

ランド
投資証券 529,317.1256 1,300.71 688,488,078 1,083.62 573,582,064 98.05

2

ＢＮＹメロン・

マネーポートフォリオ・

ファンド

（適格機関投資家専用）

日本
投資信託

受益証券
5,874,064 1.0011 5,880,525 1.0015 5,882,875 1.00

（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

種類別投資比率

（平成25年8月30日現在）

種類 投資比率（％）

投資証券 98.05

投資信託受益証券 1.00

合計 99.05
（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。（平成25年8月30日現在）

 

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。（平成25年8月30日現在）

 

＜参考＞ＢＮＹメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンド

①　投資有価証券の主要銘柄

（平成25年8月30日現在）

 銘柄名
国／

地域
種類 償還期限

数量

（米ドル）

取得価額

（米ドル）

評価価額

（米ドル）

投資

比率

(％)

1
GOLDMAN SACHS FUND PLC-US$

LIQUID RESERVES FUND

アイル

ランド

マネーマーケット

ファンド
－ 12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00 32.20

2
JPMORGAN LIQUIDITY FUND-US

DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND

ルクセン

ブルク

マネーマーケット

ファンド
－ 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 31.42

3
US GOVERNMENT TREASURY BILL

09/12/2013
米国 国債証券 2013/9/12 6,875,000.00 6,874,299.65 6,874,986.25 17.85

4
US GOVERNMENT TREASURY BILL

09/19/2013
米国 国債証券 2013/9/19 2,000,000.00 1,999,762.39 1,999,986.00 5.19

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価価額の比率をいいます。

（注2）上記には、「円ヘッジクラス」以外の資産クラスに帰属する投資資産が含まれます。

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。（平成25年8月30日現在）

 

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。（平成25年8月30日現在）
 

（3） 運用実績

①　純資産の推移

平成25年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次の

とおりです。

計算期間 年月日
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期末 (平成23年1月17日) 5,579,713,868 5,579,713,868 0.9480 0.9480

第2期末 (平成24年1月17日) 1,354,952,593 1,354,952,593 0.9467 0.9467

第3期末 (平成25年1月17日) 864,151,409 864,151,409 0.9493 0.9493

第4期中間期末 (平成25年7月17日) 634,540,861 634,540,861 0.8148 0.8148

平成24年 8月末日 991,808,558 － 0.9648 －

平成24年 9月末日 975,823,780 － 0.9549 －
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平成24年10月末日 933,741,688 － 0.9666 －

平成24年11月末日 901,778,211 － 0.9536 －

平成24年12月末日 889,979,418 － 0.9621 －

平成25年 1月末日 871,228,375 － 0.9622 －

平成25年 2月末日 812,681,155 － 0.9295 －

平成25年 3月末日 779,122,307 － 0.9329 －

平成25年 4月末日 764,417,233 － 0.9414 －

平成25年 5月末日 709,910,443 － 0.8985 －

平成25年 6月末日 661,416,396 － 0.8396 －

平成25年 7月末日 628,208,437 － 0.8148 －

平成25年 8月末日 585,008,366 － 0.7802 －
（注）月末日とはその月の最終営業日を指します。

 

②　分配の推移

計算期間 1口当たりの分配金（円）

第1期（平成22年1月15日～平成23年1月17日） 0

第2期（平成23年1月18日～平成24年1月17日） 0

第3期（平成24年1月18日～平成25年1月17日） 0

第4期中間（平成25年1月18日～平成25年7月17日） 該当事項なし

 

③　収益率の推移

計算期間 収益率（％）

第1期（平成22年1月15日～平成23年1月17日） △5.2

第2期（平成23年1月18日～平成24年1月17日） △0.1

第3期（平成24年1月18日～平成25年1月17日） 0.3

第4期中間（平成25年1月18日～平成25年7月17日） △14.2
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除

したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。

 

（4） 設定及び解約の実績

（単位：口）

計算期間 設定口数 解約口数 残存口数

第1期（平成22年1月15日～平成23年1月17日） 7,344,713,067 1,458,667,780 5,886,045,287

第2期（平成23年1月18日～平成24年1月17日） 68,824,098 4,523,593,735 1,431,275,650

第3期（平成24年1月18日～平成25年1月17日） 133,151,304 654,103,899 910,323,055

第4期中間（平成25年1月18日～平成25年7月17日） 11,707,331 143,224,081 778,806,305
（注1）第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

（注2）上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。

 

（参考情報）運用実績

EDINET提出書類

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(E13343)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/36



 
第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」について、末尾に下記の内

容および中間財務諸表を追加します。
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＜追　加＞

（中間財務諸表）

 

（1）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。

 

（2）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（平成25年1月18日

から平成25年7月17日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けております。

 

ＢＮＹメロン・ＣＴＡオープン －ツインストラテジー－

（1）中間貸借対照表

（単位：円）

 
第4期中間計算期間末

（平成25年7月17日現在）

資産の部  
流動資産  
コール・ローン 19,576,285
投資信託受益証券 6,412,239
投資証券 621,980,585
未収利息 16

流動資産合計 647,969,125

資産合計 647,969,125

負債の部  
流動負債  
未払解約金 3,960,315
未払受託者報酬 199,000
未払委託者報酬 8,755,744
その他未払費用 513,205

流動負債合計 13,428,264

負債合計 13,428,264

純資産の部  
元本等  
元本 778,806,305
剰余金  
中間剰余金又は中間欠損金（△） △144,265,444
（分配準備積立金） 3,325

元本等合計 634,540,861

純資産合計 634,540,861

負債純資産合計 647,969,125

 

（2）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

 

第4期中間計算期間
（自　平成25年 1月18日

　　至　平成25年 7月17日）

営業収益  
受取利息 2,460
有価証券売買等損益 △97,196,297

営業収益合計 △97,193,837

営業費用  
受託者報酬 199,000
委託者報酬 8,755,744
その他費用 513,205

営業費用合計 9,467,949

営業損失（△） △106,661,786

経常損失（△） △106,661,786

中間純損失（△） △106,661,786

一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △3,131,929
期首剰余金又は期首欠損金（△） △46,171,646
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剰余金増加額又は欠損金減少額 7,278,821
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,278,821

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,842,762
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,842,762

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △144,265,444

 

（3）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価
方法

・投資信託受益証券、投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価し
ております。

2.その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

・その他
当該受益証券が投資している投資信託受益証券の売買は円建て
で行っております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

項目
第4期中間計算期間末

（平成25年7月17日現在）

1.受益権の総数 778,806,305口
2.元本の欠損
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）第55条の6第10号に規定す
る額

144,265,444円

3.1口当たり純資産額
（1万口当たりの純資産額）

0.8148円
（8,148円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

1.中間貸借対照表計上額、時価
及び差額

金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上
されているため、中間貸借対照表計上額と時価との間に重要な差
額はありません。

2.時価の算定方法 (1)投資信託受益証券、投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており
ます。
(2)金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事
項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

元本額の変動

項目
第4期中間計算期間末

（平成25年7月17日現在）

期首元本額 910,323,055円
期中追加設定元本額 11,707,331円
期中一部解約元本額 143,224,081円
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（参考情報）

当ファンドは「ＢＮＹメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンド」受益証券及び「ＢＮＹ

メロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、中間

貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券、投資信託受益証券」はこれらの投資証券、投資信託受益証券で

す。なお、「ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」は「ＢＮＹメロン・マ

ネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。これらの証券の状況は以下の

とおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

 

1.「ＢＮＹメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンド」の状況

以下に記載した情報は、 国際財務報告基準(ＩＦＲＳ)及び国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）解釈指針に準拠

して作成された財務書類の一部を抜粋・翻訳したものであります。

 

「ＢＮＹメロン・エンハンスト・コエフィシエント・セレクト・ファンド」

 

貸借対照表

対象年月日 （平成25年7月12日現在）

科目 金額（米ドル）

資産の部  

現金および現金同等物 8,438,815

損益を通じて公正価値で測定する金融資産※1 31,525,819

未収利息 1,305

資産合計 39,965,939

負債の部  
未払費用 148,951

負債合計 148,951

純資産の部  

純資産合計 39,816,988

負債純資産合計 39,965,939

  

1. 平成25年7月12日現在の口数

（円ヘッジクラス） 3,352,750口

2. 1口当たり純資産額

（円ヘッジクラス） 1,129.03円

 

※１　損益を通じて公正価値で測定する金融資産

種類 通貨 銘柄名 額面総額 評価額 備考

マネー
マーケット
ファンド

米ドル GOLDMAN SACHS U 12,400,000 12,400,000  

JPMF LUX USD LI 12,100,000 12,100,000  

小計   24,500,000  

国債証券 米ドル TREASURY BILL 0.00 09/19/13 2,000,000 1,999,909  

TREASURY BILL 0.00 09/12/13 6,875,000 6,874,746  

小計  8,875,000 8,874,655  

 合計   33,374,655  

 デリバティブ取引にかかる未実現評価損益 △1,848,836  

 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 31,525,819  

（注）当該明細の評価額は小数点以下を四捨五入して記載しております。

 

2．「ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」及び「ＢＮＹメロン・マネー

ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

 

「ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」

 

（1）貸借対照表

（単位：円）

 （平成25年7月16日現在）

資産の部  
流動資産  
親投資信託受益証券 222,368,513
未収入金 130,000
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流動資産合計 222,498,513

資産合計 222,498,513

負債の部  
流動負債  
未払解約金 129,999
未払受託者報酬 4,474
未払委託者報酬 22,411

流動負債合計 156,884

負債合計 156,884

純資産の部  
元本等  
元本 222,032,137
剰余金  
剰余金又は欠損金（△） 309,492
（分配準備積立金） 85,839

元本等合計 222,341,629

純資産合計 222,341,629

負債純資産合計 222,498,513

 

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価
方法

・親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
す。
 

2.その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

・貸借対照表は、平成25年7月16日現在のものであります。当該投
資信託受益証券の計算期間は原則として毎年1月18日から翌年1
月17日までとなっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

項目 （平成25年7月16日現在）

1.受益権の総数 222,032,137口
2.1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）

1.0014円
(10,014円)

 

「ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」は、「ＢＮＹメロン・マネーポー

トフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投

資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成25年7月16日現在における親投資信託の

状況は次の通りです。

 

「ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

 

「ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」

 

（1）貸借対照表

（単位：円）

 （平成25年7月16日現在）

資産の部  
流動資産  
コール・ローン 14,502,481
国債証券 209,970,190
未収利息 11

流動資産合計 224,472,682

資産合計 224,472,682

負債の部  
流動負債  
未払解約金 1,129,117

流動負債合計 1,129,117

負債合計 1,129,117

EDINET提出書類

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(E13343)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

17/36



純資産の部  
元本等  
元本 222,539,653
剰余金  
剰余金又は欠損金（△） 803,912

元本等合計 223,343,565

純資産合計 223,343,565

負債純資産合計 224,472,682

 

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価
方法

・国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均
値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売
り気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額
のいずれかで評価しております。
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が

時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会
社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者との協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
 

2.その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

・貸借対照表は、平成25年7月16日現在のものであります。当該親
投資信託の計算期間は原則として毎年1月18日から翌年1月17日
までとなっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

項目 （平成25年7月16日現在）

1.受益権の総数 222,539,653口
2.1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）

1.0036円
(10,036円)

 
２【ファンドの現況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」を、以下の内容に更

新します。

 

＜更新後＞

純資産額計算書

 （平成25年8月30日現在）

Ⅰ　資産総額 586,884,268円

Ⅱ　負債総額 1,875,902円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 585,008,366円

Ⅳ　発行済数量 749,853,673口

Ⅴ　1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
（1万口当たり純資産額）

0.7802円
（7,802円）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　１　委託会社等の概況」を、以下の内容

に更新します。

 

＜更新後＞

（1） 資本金の額（平成25年9月末現在）

資本金　　　　　 7億9,500万円

発行可能株式総数　　 20,000株

発行済株式総数　　　 15,900株

最近5年間における主な資本金の額の増減

最近5年間における資本金の額の増減はありません。

 

（2） 委託会社の機構（平成25年9月末現在）

①　取締役会

3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式総数の過半数を有

する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらない

ものとします。

取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠ま

たは増員により選任された取締役の任期は、その他の取締役の残任期間と同一とします。

取締役会はその決議により、取締役中より代表取締役を選定し、取締役の中から役付取締役を選定す

ることができます。

取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役にさしつかえがあるときは、招集に

ついては管理担当取締役が、議長には、予め取締役会で定めた順序に従って他の取締役がこれにあた

ります。取締役会の招集通知は会日の一週間前までに発送します。また、取締役および監査役の全員

の同意があるときは、特定の取締役会についてこの招集通知を省略し、またはこの招集期間を短縮す

ることができます。

取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務の執行について決定します。

取締役会の議決は、取締役の過半数が出席し、その全員一致をもってこれを行います。

②　業務運営の組織

EDINET提出書類

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(E13343)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

19/36



取締役会は、委託会社の業務執行に関する重要事項を決定します。代表取締役は、委託会社を代表

し、全般の業務執行について統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、監査役は、会

計監査および業務監査を行います。

（注）上記の組織図は平成25年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

③　運用体制

・原則として毎月2回開催される投資政策委員会において、ファンドの運用ならびにファンドの運用の

指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、ファンドの投資基本方針、投資対象、投資制限お

よび運用委託契約に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。

・ＢＮＹメロン・グループ（「ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション」の傘

下にある運用会社等のグループ企業）のリサーチ力・運用ノウハウを活用します。

（注）上記の運用体制は平成25年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　２　事業の内容及び営業の概況」を、以

下の内容に更新します。

 

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定

を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま

す。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。

平成25年8月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。（ただし、親

投資信託を除きます。）

 

ファンドの種類 本数
純資産額合計

（百万円）

公募証券投資信託 25 98,829
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追加型株式投資信託 24 98,758

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 0 0

単位型公社債投資信託 1 71

私募証券投資信託 18 107,957

合　計 43 206,786
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３【委託会社等の経理状況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」を、以下の

内容に更新します。

 

＜更新後＞

 

1.　委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日　内閣府令第

52号）により作成しております。

また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2.　委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3

月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成24年3月31日）
当事業年度

（平成25年3月31日）

資産の部     
  流動資産     
     現金・預金  7,212,496  2,173,962

     未収委託者報酬  217,923  232,291

     未収運用受託報酬  1,245,852  1,507,202

     未収収益  145,079  73,764

     前払費用  26,714  27,340

     仮払金  5,578  28,126

     繰延税金資産  62,739  52,929

     流動資産計  8,916,383  4,095,617

  固定資産     
     有形固定資産     
        器具備品 *1 3,546 *1 2,568
        リース資産 *1 11,792 *1 8,358

        有形固定資産計  15,338  10,927

     無形固定資産     
        ソフトウェア *2 8,614 *2 3,218
        ソフトウェア仮勘定  19,067  90,902
        電話加入権  228  228

        無形固定資産計  27,910  94,349

     投資その他の資産     
        投資有価証券  108,443  43,514
        長期差入保証金  154,229  148,307
        長期前払費用  7,285  30,778
        預託金  75  75
        繰延税金資産  83,812  108,630

        投資その他の資産計  353,845  331,305

     固定資産計  397,095  436,582

  資産合計  9,313,478  4,532,199

負債の部     
  流動負債     
     未払金  64,115  81,850
     未払費用  1,209,115  1,476,038
     リース債務  3,557  3,614
     預り金  112,311  20,247
     仮受金  9,640  10,301
     未払法人税等  34,722  5,743
     未払消費税等  2,424  7,684
     賞与引当金  137,301  116,511

     流動負債計  1,573,190  1,721,993

  固定負債     
     リース債務  8,955  5,341
     退職給付引当金  200,142  251,083
     役員退職慰労引当金  38,819  46,030

     固定負債計  247,918  302,454

  負債合計  1,821,108  2,024,448

純資産の部     
  株主資本     
     資本金  795,000  795,000
     資本剰余金     
        資本準備金  695,000  695,000

        資本剰余金合計  695,000  695,000

     利益剰余金     
        その他利益剰余金     
           繰越利益剰余金  5,996,721  1,015,334

        利益剰余金合計  5,996,721  1,015,334
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     株主資本合計  7,486,721  2,505,334

  評価・換算差額等     
        その他有価証券評価差額金  5,649  2,417

     評価・換算差額等合計  5,649  2,417

  純資産合計  7,492,370  2,507,751

負債・純資産合計  9,313,478  4,532,199

 

（2）【損益計算書】

（単位：千円）

 

前事業年度
(自 平成23年4月 1日

　至 平成24年3月31日)

当事業年度
(自 平成24年4月 1日

　至 平成25年3月31日)

営業収益     
  委託者報酬  2,654,377  2,241,212
  運用受託報酬  4,650,950  5,269,003
  その他営業収益  239,316  215,289

  営業収益計  7,544,643  7,725,505

営業費用     
  支払手数料  857,205  675,418
  広告宣伝費  119,662  211,196
  調査費  3,818,260  4,450,347
  委託計算費  34,107  789
  通信費  19,175  29,326
  印刷費  24,118  15,970
  協会費  7,944  10,564
  その他の営業雑経費  9,096  10,344

  営業費用計  4,889,572  5,403,958

一般管理費     
  役員報酬  51,587  52,129
  給与・手当  923,442  908,598
  賞与引当金繰入額  488,748  464,311
  退職給付費用  72,384  107,341
  役員退職慰労引当金繰入額  7,084  7,210
  退職金  2,640  600
  交際費  3,439  3,091
  旅費交通費  56,674  49,398
  租税公課  14,623  13,900
  不動産賃借料  193,934  139,716
  固定資産減価償却費  42,746  9,806
  諸経費  321,556  489,125

  一般管理費計  2,178,862  2,245,230

営業利益  476,208  76,317

営業外収益     
  受取利息  196  319
  受取配当金  6,109  10,743
  投資有価証券売却益  4,027  2,080
  為替差益  -  47,047
  その他  149  212

  営業外収益計  10,483  60,404

営業外費用     
  為替差損  22,327  -
  支払利息  209  199
  その他  22  -

  営業外費用計  22,558  199

経常利益  464,133  136,522

特別損失     
  固定資産除却損 *1 23,182 *1 -

  特別損失計  23,182  -

税引前当期純利益  440,951  136,522

法人税、住民税及び事業税  226,152  130,941
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法人税等調整額  24,100  △ 13,026

法人税等合計  250,252  117,915

当期純利益  190,698  18,606

 

（3）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

 

前事業年度
(自 平成23年4月 1日

　至 平成24年3月31日)

当事業年度
(自 平成24年4月 1日

　至 平成25年3月31日)

株主資本   
  資本金   
     当期首残高 795,000 795,000
     当期変動額   
        当期変動額合計 - -

     当期末残高 795,000 795,000

  資本剰余金   
     資本準備金   
        当期首残高 695,000 695,000
        当期変動額   
           当期変動額合計 - -

        当期末残高 695,000 695,000

     資本剰余金合計   
        当期首残高 695,000 695,000
        当期変動額   
           当期変動額合計 - -

        当期末残高 695,000 695,000

  利益剰余金   
     その他利益剰余金   
        繰越利益剰余金   
           当期首残高 5,806,022 5,996,721
           当期変動額   
              剰余金の配当 - △ 4,999,993

              当期純利益 190,698 18,606

              当期変動額合計 190,698 △ 4,981,386

           当期末残高 5,996,721 1,015,334

     利益剰余金合計   
        当期首残高 5,806,022 5,996,721
        当期変動額   
           剰余金の配当 - △ 4,999,993

           当期純利益 190,698 18,606

           当期変動額合計 190,698 △ 4,981,386

        当期末残高 5,996,721 1,015,334

  株主資本合計   
     当期首残高 7,296,022 7,486,721
     当期変動額   
        剰余金の配当 - △ 4,999,993

        当期純利益 190,698 18,606

        当期変動額合計 190,698 △ 4,981,386

     当期末残高 7,486,721 2,505,334

評価・換算差額等   
  当期首残高 17,591 5,649
  当期変動額   
     株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 11,942 △ 3,232

     当期変動額合計 △ 11,942 △ 3,232

  当期末残高 5,649 2,417

純資産合計   
  当期首残高 7,313,614 7,492,370
  当期変動額   
     剰余金の配当 - △ 4,999,993

     当期純利益 190,698 18,606
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     株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 11,942 △ 3,232

     当期変動額合計 178,755 △ 4,984,618

  当期末残高 7,492,370 2,507,751

 

 

重要な会計方針

 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

器具備品　　3年～20年

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、従来の償却可能限度額まで償却終了した翌年から

5年間で均等償却する方法によっております。

（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当事業年度の営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に対する影響額はありません。

 

(2) 無形固定資産

定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

定額法により償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に応じた支給見込み額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、期末において発生して

いると認められる額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

将来の役員退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

 

注記事項

 

（貸借対照表関係）

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

 

 
前事業年度

（平成24年3月31日）
当事業年度

（平成25年3月31日）

器具備品 12,073千円 13,051千円
リース資産 4,813千円 8,247千円

 

＊2　無形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

 

 
前事業年度

（平成24年3月31日）
当事業年度

（平成25年3月31日）
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ソフトウェア 30,575千円 35,971千円

 
（損益計算書関係）

＊1　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自平成23年4月 1日

　至平成24年3月31日)

当事業年度
(自平成24年4月 1日

　至平成25年3月31日)

器具備品 22,541千円 -
ソフトウェア 640千円 -

計 23,182千円 -

 

（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自平成23年4月1日　至平成24年3月31日）

1.発行済株式総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　　　　加 減　　　　少 当事業年度末

普通株式 15,900　株 - - 15,900　株

 

2.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）

1.発行済株式総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　　　　加 減　　　　少 当事業年度末

普通株式 15,900　株 - - 15,900　株

 

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）

株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年8月20日
臨時株主総会

普通株式 4,999,993 314,465 平成24年3月31日 平成24年8月20日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

1.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

コピー機

(2) リース資産の減価償却方法

重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。

 

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は投資信託及び投資助言業務を行っています。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者

報酬、未収運用受託報酬、未収収益の管理はきわめて重要であると認識しております。

事業推進目的のために自社設定の投資信託への投資を行っており、これらの運用方針につきましては取締

役会へ報告を行い、管理しております。

これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定し

ております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
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営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は当社設定の投資

信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒されております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし取引相手ごとに期日及び残高を管

理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券の市場リスクについては、時価を定期的に把握することで管理を行っております。為替リ

スクについては、一定限度を超える預金残高について円転を行う等により管理を行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性

の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件によった場

合、当該価額が異なることがあります。

 

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前事業年度（平成24年3月31日）

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金
(2)未収委託者報酬
(3)未収運用受託報酬
(4)未収収益
(5)長期差入保証金
(6)投資有価証券
　 その他の有価証券

7,212,496
217,923

1,245,852
145,079
154,229

 
108,443

 

7,212,496
217,923

1,245,852
145,079
96,431

 
108,443

-
-
-
-

△57,798
 
-

資産計 9,084,024 9,026,226 △57,798

(1)未払費用
 

1,209,115 1,209,115 -

負債計 1,209,115 1,209,115 -

 

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金
(2)未収委託者報酬
(3)未収運用受託報酬
(4)未収収益
(5)長期差入保証金
(6)投資有価証券
　 その他の有価証券

2,173,962
232,291

1,507,202
73,764
148,307

 
43,514

 

2,173,962
232,291

1,507,202
73,764
101,146

 
43,514

-
-
-
-

△47,161
 
-

資産計 4,179,042 4,131,879 △47,161

(1)未払費用
 

1,476,038 1,476,038 -

負債計 1,476,038 1,476,038 -

 

（注1）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

 

資　産

(1) 現金・預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益

短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(5) 長期差入保証金

長期差入保証金については、返還予定時期に基づき、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローをその期

間に応じた無リスクの利率で割り引いた現在価値によっております。

(6) 投資有価証券

投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらの時価は公表されている基準価格によっておりま

す。

 

負　債

(1) 未払費用

短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

 

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

前事業年度（平成24年3月31日）

  
1年以内
(千円)

1年超
5年以内
(千円)

5年超
10年以内
(千円)

 
10年超
(千円)

現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬

未収収益
長期差入保証金

7,212,496
217,923

1,245,852
145,079

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

154,229

-
-
-
-
-

合　　計 8,821,351 - 154,229 -

 

当事業年度（平成25年3月31日）

  
1年以内
(千円)

1年超
5年以内
(千円)

5年超
10年以内
(千円)

 
10年超
(千円)

現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬

未収収益
長期差入保証金

2,173,962
232,291

1,507,202
73,764

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

148,307

-
-
-
-
-

合　　計 3,987,220 - 148,307 -

 

（有価証券関係）

1. その他有価証券

 

前事業年度（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分 種類
貸借対照表
計上額

取得原価 差 額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

投資信託受益証券 108,443 99,330 9,112

小　計 108,443 99,330 9,112

合　計 108,443 99,330 9,112

 

当事業年度（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分 種類
貸借対照表
計上額

取得原価 差 額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

投資信託受益証券 41,549 37,613 3,935

小　計 41,549 37,613 3,935

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

投資信託受益証券 1,965 2,000 △35

小　計 1,965 2,000 △35

合　計 43,514 39,613 3,900

 

2. 売却したその他有価証券
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前事業年度（自平成23年4月1日　至平成24年3月31日）

種　　類 売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

投資信託受益証券 1,374,748 17,036 13,008

 

当事業年度（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）

種　　類 売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

投資信託受益証券 62,453 2,335 255

 

（デリバティブ取引関係）

 

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社の従業員は、退職一時金制度と平成18年12月1日より新たに設けました企業型年金規約に基づく確定拠出

年金制度に加入しております。当該従業員に係る退職給付費用を当社は負担しており、当該負担額を費用処理

しております。

 

2. 退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成24年3月31日）
当事業年度

（平成25年3月31日）

退職給付債務 200,142千円 251,083千円
年金資産 - -

退職給付引当金 200,142千円 251,083千円
 

3. 退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

(自平成23年4月 1日

　至平成24年3月31日)

当事業年度
(自平成24年4月 1日

　至平成25年3月31日)

勤務費用 49,224千円 600千円
確定拠出年金制度に基づく要拠出額 23,160千円 23,256千円

退職給付費用 72,384千円 23,856千円
 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は従業員が300人未満のため、在籍者の期末要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。

 

（ストック・オプション等関係）

 

該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成24年3月31日）
 

当事業年度
（平成25年3月31日）

繰延税金資産    
　未払費用否認 6,655 千円  6,616 千円

　未払事業税 2,912　 〃  1,804　 〃

　未払地方法人特別税 983　 〃  222　 〃

　賞与引当金 52,188　 〃  44,286　 〃

　退職給付引当金 71,330　 〃  89,486　 〃

　役員退職慰労引当金 13,835　 〃  16,405　 〃

　敷金償却 2,110　 〃  4,220　 〃

繰延税金資産計 150,016 千円  163,042 千円

    
繰延税金負債    

　投資有価証券 3,463 千円  1,482 千円

繰延税金負債計 3,463 千円  1,482 千円

繰延税金資産の純額 146,552 千円  161,559 千円
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2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

（平成24年3月31日）
 

当事業年度
（平成25年3月31日）

 ％  ％
法定実効税率 40.7  38.0
　（調整）    
　　住民税均等割 0.5  1.7
　　役員賞与 10.5  34.2
　　交際費否認 0.3  2.3
　　税率変更による

　　期末繰延税金資産の減額修正
3.8  -

　　その他 1.0  10.1

    
税効果適用後の法人税等の負担率 56.8  86.4

 

（持分法損益等）

 

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

 

該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

 

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

 

前事業年度（自平成23年4月1日　至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計

外部顧客への売上高 2,654,377 4,650,950 239,316 7,544,643

 

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本 ヨーロッパ アメリカ その他 合計

3,637,140 1,134,300 2,770,070 3,132 7,544,643

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご

との有形固定資産の記載を省略しております。

 
3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド 2,573,659 投資運用業

BNYメロン・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド 1,125,422 投資運用業

 
当事業年度（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）
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1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計

外部顧客への売上高 2,241,212 5,269,003 215,289 7,725,505

 

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本 ヨーロッパ アメリカ その他 合計

3,282,196 526,999 3,912,016 4,293 7,725,505

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため地域ごと

の有形固定資産の記載を省略しております。

 
3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド 3,734,432 投資運用業

 

（関連当事者との取引）

(1) 親会社及び法人主要株主等

前事業年度（自平成23年4月1日　至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）

該当事項はありません。

 

(2) 兄弟会社等

前事業年度（自平成23年4月1日　至平成24年3月31日）

種類 会社等の名称 所在地

資本金

又は

出資金

(百万)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

の割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

親会社

の

子会社

BNYメロン・アセット・

マネジメント・

インターナショナル・

リミテッド

英国

ロンドン
£156.5

資産運用

業務
なし

サービス

提供

投資一任

契約に係る

取引の

収入(注1)

1,106,332
未収運用

受託報酬
219,846

親会社

の

子会社

BNYメロン・

インターナショナル・

マネジメント・リミテッド

英領

西インド

諸島

ケイマン

諸島

$31.30
資産運用

業務
なし

サービス

提供

投資一任

契約に係る

取引の

収入(注1)

2,572,159
未収運用

受託報酬
630,807

親会社

の

子会社

ニュートン・

インベストメント・

マネジメント・リミテッド

英国

ロンドン
$248.00

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

374,105 未払費用 163,500

親会社

の

子会社

メロン・キャピタル・

マネジメント・

コーポレーション

米国

サンフラン

シスコ

$297.68
資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

1,005,209 未払費用 234,345

親会社

の

子会社

スタンディッシュ・

メロン・アセット・

マネジメント・

カンパニー

米国

ボストン
$287.45

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

1,030,408 未払費用 274,006

親会社

の

子会社

ニューヨーク

メロン銀行

東京支店

日本

東京
$1,135.00 商業銀行 なし

預金

 

差入保証金

- -

預金

 

差入保証金

4,789,291

 

154,229

親会社

の

子会社

ウォルター・スコット

アンド パートナーズ・

リミテッド

英国

エジンバラ
£0.02

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

357,941 未払費用 177,791

 

当事業年度（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）
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種類 会社等の名称 所在地

資本金

又は

出資金

(百万)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

の割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

親会社

の

子会社

BNYメロン・

インターナショナル・

マネジメント・リミテッド

英領

西インド

諸島

ケイマン

諸島

$31.30
資産運用

業務
なし

サービス

提供

投資一任

契約に係る

取引の

収入(注1)

3,732,932
未収運用

受託報酬
973,556

親会社

の

子会社

ニュートン・

インベストメント・

マネジメント・リミテッド

英国

ロンドン
$248.00

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

389,137 未払費用 193,776

親会社

の

子会社

メロン・キャピタル・

マネジメント・

コーポレーション

米国

サンフラン

シスコ

$297.68
資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

888,858 未払費用 229,220

親会社

の

子会社

スタンディッシュ・

メロン・アセット・

マネジメント・

カンパニー

米国

ボストン
$287.45

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

1,128,906 未払費用 313,670

親会社

の

子会社

ザ・ボストン・

カンパニー

アンド・リミテッド

米国

ボストン
＄1,664.49

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

275,113 未払費用 58,974

親会社

の

子会社

インサイト・

インベストメント・

マネジメント・リミテッド

米国

ロンドン
£46.2

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

351,557 未払費用 137,245

親会社

の

子会社

ウルダン・

セキュリティーズ・

マネジメント　インク

米国

ペンシル

バニア

＄2.7
資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

160,641 未払費用 65,938

親会社

の

子会社

ウォルター・スコット

アンド パートナーズ・

リミテッド

英国

エジンバラ
£0.02

資産運用

業務
なし

サービス

受入

営業費用

（調査費）

（注1）

415,218 未払費用 226,156

 

1. 関連当事者との取引

(注1) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。

 

1. 親会社に関する注記

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント （アジア パシフィック） ホールディングス・リミテッド

（非上場）

同社は、平成25年1月2日より会社名を旧社名（ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・インターナショナ

ル・ホールディングス・リミテッド）より変更しております。

 

（1株当たり情報）

 
前事業年度

(自平成23年4月 1日

　至平成24年3月31日)

当事業年度
(自平成24年4月 1日

　至平成25年3月31日)

1株当たり純資産額 471,218円26銭 157,720円21銭
1株当たり当期純利益金額 11,993円62銭 1,170円23銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記述しており

ません。

 

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自平成23年4月 1日

　至平成24年3月31日)

当事業年度
(自平成24年4月 1日

　至平成25年3月31日)

当期純利益（千円） 190,698 18,606
普通株式に係る当期純利益（千円） 190,698 18,606
期中平均株式数 15,900 15,900

 

（重要な後発事象）

 

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部　　　　が訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

（1） 受託会社

①　名称　　　：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額：324,279百万円（平成24年9月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

＜参考：再信託受託者の概要＞

名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額　：10,000百万円（平成24年9月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

（2） 販売会社

①　名称　　　：大和証券株式会社

②　資本金の額：100,000百万円（平成24年9月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

 

＜訂正後＞

（1） 受託会社

①　名称　　　：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

＜参考：再信託受託者の概要＞

名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額　：10,000百万円（平成25年3月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）

（2） 販売会社

①　名称　　　：大和証券株式会社

②　資本金の額：100,000百万円（平成25年3月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省　略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 
平成25年9月11日

 
 
ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
取　締　役　会　御　中

 
 

 あらた監査法人

  
指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士 鶴 田 光 夫

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

の経理状況」に掲げられているＢＮＹメロン・ＣＴＡオープン －ツインストラテジー－の平成25年1
月18日から平成25年7月17日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
 

中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、ＢＮＹメロン・ＣＴＡオープン －ツインストラテジー－の平成25年7月17日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年1月18日から平成25年7月17日
まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

利害関係
ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執

行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

（注）1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。

2．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
 

 

 

   委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書

 

平成25年6月10日

 

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業　務　執　行　社　員
公認会計士 安　藤　通　教　㊞

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社の平成24年4月1日
から平成25年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
 

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社の平成25年3月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
 

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
 

以　上
 

（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
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